
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と

の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互

の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定

の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
協
定
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
適
用
除
外
、
刑
事
手
続
等
の

特
例
、
国
の
賠
償
責
任
の
特
例
並
び
に
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
英
国
軍
隊
の
公
用
車
両
に
は
、
道
路
運
送
法
の
報
告
徴
収
等
に
関
す
る
規
定
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
登
録
、
車
検
等
に

関
す
る
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
日
本
国
内
に
お
い
て
逮
捕
さ
れ
た
英
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
我
が
国
当
局
へ
の
引
渡
し
や
、
英
国
軍
隊
の
財
産
の
差
押

え
、
捜
索
等
を
実
施
す
る
た
め
の
刑
事
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。



二

三
、
英
国
軍
隊
の
構
成
員
等
が
公
務
執
行
中
に
日
本
国
内
に
お
い
て
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
国
が
そ
の
損
害
を

賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
。

四
、
特
殊
海
事
損
害
に
関
し
、
政
府
が
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

五
、
本
法
律
は
、
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


